
市 議 会 だ よ り （�）第２０７号 �013年（平成�5年）8月10日

　６月定例会では、28 人の議員が一般質問を行いました。

質問の持ち時間は答弁を含めて１人 60 分です。

　ここでは紙面の都合上、１人１項目を選び質問・答弁を

要約し、ジャンルごとにまとめて掲載しました。

＜会派の略称＞

社民・市民＝社民・市民ネット

秋
本
の
り
子
議
員
（
社
民
・
市
民
）

　

ラ
イ
フ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
補

助
教
員
等
、
学
校
の
非
常
勤
職

員
の
勤
務
時
間
や
人
員
が
削
減

さ
れ
て
い
る
。
非
常
勤
職
員
の

人
件
費
の
教
育
費
全
体
に
占
め

る
割
合
は
低
く
、
特
別
支
援
学

級
等
の
補
助
教
員
も
増
え
て
い

な
い
が
、
子
ど
も
の
教
育
環
境

を
守
る
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。

給
食
費
の
無
料
化
も
よ
い
が
、

教
育
環
境
守
る
重
要
な
仕
事 

人
員
拡
大
を

教
育
効
果
を
検
討 

拡
大
に
向
け
努
力
す
る

学校の非常勤職員・補助教員

こ
う
し
た
人
員
の
拡
大
は
考
え

ら
れ
な
い
か
。

答　

厳
し
い
財
政
事
情
か
ら
人

件
費
の
見
直
し
を
行
っ
た
が
、

教
育
効
果
を
検
証
す
る
中
で
、

必
要
な
人
員
を
確
保
し
効
果
的

な
人
員
配
置
に
努
め
る
。ま
た
、

特
別
支
援
学
級
等
の
補
助
教
員

に
は
教
員
免
許
が
必
要
な
た
め

人
員
確
保
は
難
し
い
が
、
事
業

の
見
直
し
等
で
対
応
す
る
。

堀
越　

優
議
員
（
公
明
党
）

　

小
・
中
学
校
の
校
庭
の
芝
生

化
に
は
、
砂
塵
対
策
や
騒
音
の

軽
減
、
気
温
の
調
整
、
光
の
反

射
の
減
少
等
の
効
果
の
他
、
学

習
活
動
の
多
様
性
と
安
全
性
を

も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
と

考
え
る
。
芝
生
化
の
現
状
と
整

備
の
考
え
方
を
問
う
。
ま
た
、

維
持
管
理
に
手
間
の
か
か
ら
な

い
強
い
品
種
を
用
い
て
芝
生
化

砂
塵
対
策
等
に
有
効 

整
備
の
考
え
は

校
庭
の
状
況
研
究
し
て
方
向
性
定
め
る

小・中学校の校庭の芝生化

を
行
う
等
の
考
え
は
あ
る
か
。

答　

平
成
14
年
度
に
、南
新
浜
、

中
国
分
、
大
和
田
の
各
小
学
校

で
芝
生
化
を
行
っ
た
。
１
校
は

順
調
に
生
育
し
た
が
、
他
２
校

は
手
入
れ
が
不
十
分
だ
っ
た
こ

と
等
か
ら
、
現
在
、
芝
は
見
ら

れ
な
い
。
今
後
は
、
校
庭
ご
と

の
状
況
や
芝
の
品
種
等
に
つ
い

て
も
調
査
、
研
究
し
、
方
向
性

を
定
め
た
い
。

桜
井
雅
人
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

教
育
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
、

国
の
教
育
再
生
実
行
会
議
は
、

教
育
長
の
任
免
権
を
首
長
に
付

与
し
、
あ
る
い
は
国
に
よ
る
是

正
・
改
善
等
の
指
示
を
可
能
と

す
る
等
の
提
言
を
発
表
し
た
。

そ
の
内
容
は
教
育
委
員
会
制
度

を
形
骸
化
し
か
ね
な
い
も
の
と

危
惧
す
る
。
こ
う
し
た
国
の
動

向
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
会
制

国
の
動
向
踏
ま
え 

市
の
認
識
は

よ
り
責
任
あ
る
教
育
行
政
実
現
に
努
め
る

教育委員会のあり方

度
に
対
す
る
市
の
認
識
を
問
う
。

答　

教
育
の
中
立
性
や
継
続
性

の
担
保
、
地
域
の
意
向
を
反
映

す
る
観
点
か
ら
、
現
行
の
制
度

は
必
要
と
考
え
る
一
方
、
厳
し

さ
を
増
す
学
校
教
育
を
と
り
ま

く
環
境
変
化
を
認
識
し
て
い
る
。

本
市
の
実
態
を
踏
ま
え
、
制
度

の
改
善
・
改
革
に
取
り
組
み
、

よ
り
責
任
あ
る
教
育
行
政
の
実

現
に
努
め
て
い
き
た
い
。

髙
坂　

進
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

地
域
の
活
性
化
に
は
、
雇
用

を
維
持
し
、
中
小
企
業
が
元
気

に
企
業
活
動
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
県
は
中

小
企
業
、
中
小
事
業
者
の
総
合

的
支
援
に
「
中
小
企
業
の
振
興

に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
て

い
る
。
市
も
県
と
同
様
に
地
域

経
済
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、

同
様
の
条
例
を
制
定
す
べ
き
と

県
と
同
様
の
振
興
条
例
を
制
定
す
べ
き

産
業
振
興
条
例
あ
る
が
状
況
に
よ
り
検
討

中小企業対策

考
え
る
。
市
の
考
え
を
問
う
。

答　

本
市
の
産
業
振
興
条
例
は

工
業
、
商
業
、
農
業
、
水
産
業
、

観
光
、
雇
用
等
を
対
象
と
し
て

お
り
、
県
条
例
が
対
象
と
す
る

中
小
企
業
の
振
興
を
含
む
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
市

条
例
で
は
対
応
が
困
難
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
中
小
企
業
振
興

条
例
の
制
定
を
検
討
す
る
こ
と

に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

守
屋
貴
子
議
員
（
民
主
・
連
合
）

　

一
時
預
か
り
・
特
定
保
育
に

つ
い
て
、
保
育
園
の
第
３
子
保

育
料
無
料
制
度
と
の
均
衡
を
図

り
、
多
子
世
帯
の
利
用
に
優
遇

措
置
を
設
け
ら
れ
な
い
か
。
ま

た
、
重
度
の
障
が
い
を
持
つ
子

ど
も
の
兄
弟
や
、
家
族
の
介
護

の
た
め
保
育
を
要
す
る
子
ど
も

が
保
育
園
に
入
れ
ず
困
っ
て
い

る
。今
後
の
市
の
対
応
を
問
う
。

一
時
保
育
や
障
が
い
児
家
庭
等
へ
配
慮
を

様
々
な
角
度
か
ら
今
後
検
討
し
た
い

子育て家庭支援

答　

一
時
預
か
り
・
特
定
保
育

に
お
け
る
多
子
世
帯
へ
の
優
遇

措
置
は
、
不
定
期
利
用
で
あ
る

こ
と
や
、
所
得
制
限
の
要
否
、

費
用
対
効
果
等
の
検
証
等
を
要

す
る
た
め
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て

検
討
し
た
い
。
ま
た
、
要
介
護

の
人
が
い
る
家
庭
の
児
童
等
の

入
園
は
、
今
後
設
置
さ
れ
る
、

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
中
で

審
議
し
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

谷
藤
利
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
、

本
市
に
お
け
る
認
可
保
育
園
の

待
機
児
童
数
は
、
国
基
準
に
よ

る
と
３
３
６
人
だ
っ
た
が
、
実

際
の
入
園
申
し
込
み
数
は
８
０

９
人
と
、
国
基
準
の
数
値
よ
り

多
い
。
市
で
は
ど
の
よ
う
な
基

準
で
待
機
児
童
数
を
把
握
し
、

今
後
ど
れ
く
ら
い
の
待
機
児
童

解
消
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
基
準
で
把
握
し
解
消
す
る
か

認
可
園
の
申
請
数
等
も
考
慮
し
て
進
め
る

待機児童の解消

答　

市
は
、
国
基
準
に
よ
る
待

機
児
童
数
の
把
握
と
併
せ
、
要

保
育
児
童
の
割
合
や
認
可
保
育

園
の
申
請
児
童
数
を
考
慮
し
て

保
育
園
の
整
備
を
進
め
て
き
た
。

現
在
、
定
員
60
人
以
上
の
施
設

４
カ
所
、
20
～
59
人
の
施
設
６

カ
所
の
設
置
運
営
事
業
者
を
募

集
し
、
約
４
８
０
人
の
定
員
増

を
見
込
ん
で
お
り
、
待
機
児
童

解
消
に
資
す
る
と
考
え
て
い
る
。

清
水
み
な
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

現
在
、
公
立
保
育
園
21
園
に

は
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
を
抱
え
る

児
童
が
１
２
４
名
い
る
と
聞
く

が
、
そ
の
対
応
に
は
、
全
園
に

栄
養
士
の
配
置
が
必
要
と
考
え

る
。
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
の

課
題
と
、
保
育
園
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
活
用
に

つ
い
て
、
市
の
考
え
を
問
う
。

答　

公
立
保
育
園
の
栄
養
士
は

連
携
と
迅
速
性
が
重
要 
民
間
に
も
周
知

保育園児童のアレルギー対策

全
園
配
置
の
方
針
で
あ
る
。
医

師
の
生
活
管
理
指
導
表
の
下
、

誤
食
防
止
の
た
め
、
国
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、
複
雑
化

す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
食
に
除
去
食

対
応
し
て
い
る
。
緊
急
時
の
職

員
、
保
護
者
、
嘱
託
医
の
連
携

と
迅
速
な
対
応
の
体
制
づ
く
り

を
行
っ
て
い
く
。
今
後
、
民
間

保
育
園
等
に
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

参
考
に
活
用
を
促
し
て
い
く
。

金
子
貞
作
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

幼
い
子
ど
も
に
対
す
る
虐
待

事
件
が
続
発
し
、
相
談
・
通
報

件
数
は
急
増
し
て
い
る
。
そ
の

窓
口
で
あ
る
「
子
ど
も
家
庭
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
体
制
に

つ
い
て
、
市
の
考
え
を
問
う
。

ま
た
、
市
民
か
ら
の
情
報
提
供

を
促
す
た
め
の
周
知
も
必
要
で

あ
る
が
、
こ
の
点
は
ど
う
か
。

答　

現
在
の
児
童
虐
待
対
応
職

相
談
窓
口
の
体
制
は 

市
民
周
知
も
必
要

動
向
見
極
め
て
検
討 

引
き
続
き
周
知
行
う

児童虐待防止対策

員
は
、
専
門
職
員
７
人
を
含
む

11
人
と
、
嘱
託
医
１
人
を
配
置

し
て
い
る
が
、
児
童
虐
待
件
数

等
の
動
向
を
見
極
め
、
増
員
が

必
要
か
ど
う
か
も
含
め
て
今
後

も
検
討
し
て
い
き
た
い
。ま
た
、

平
成
24
年
度
は
、
広
報
へ
の
掲

載
や
市
の
情
報
番
組
で
の
紹
介
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
を
行

っ
た
。
今
後
も
継
続
し
て
周
知

活
動
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

課
題
と
は 
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
ど
う
活
用

子 ど も

教 育経 済

市
役
所
本
庁
舎
１
階
に
あ
る
こ
ど
も
家
庭
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー


